
 

新土総 第 ６３６号 
新  人 第 ７９２号 
令和７年１２月１日 

 
各 所 属 長  様 

 
土  木  部  長  
（担当：土木総務課）  
総   務   部   長  
 （担当：人 事 課）   

 
 

冬期におけるテレワークの積極的活用について（お願い） 
 
 １２月１日より「新潟市除雪対策本部」を設置し、本格的な降雪に備えた除雪体制を構築

します。 
近年の降雪は、短期間かつ集中的な傾向となっており、１日の積雪量が５０㎝を超える異

常降雪の発生頻度も高まっています。異常降雪時には、幹線道路の除雪を優先する体制に移

行することから、公共交通機関の運休や交通渋滞、歩行の危険などが生じる可能性があるた

め、「にいがた雪の日辞典」などを通じ、市民や企業に対して、大雪は災害であることの認

識と併せ、出控えなどの行動変容をお願いしているところです。 
つきましては、庁内においても、率先した冬期の行動変容の一環として、各所属において

テレワークを積極的にご活用くださるようお願いします。 
 
 
※冬 期：令和７年１２月１日 から 令和８年３月３１日 まで 
 
※「にいがた雪の日辞典」 新潟の雪の日に関する様々な情報を掲載 
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